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は別に8,000円必要)申込　９月
27日(日)午後１時～２時30分に総
合体育館へ[新規加盟チームは、
９月21日(月)までに連盟へ要連
絡]問合せ先　軟式野球連盟(向
井)☎090－3283－0138

市民太極拳大会

　詳しくは総合体育館にある要項
をご確認ください。
日時　11月８日(日)午前10時
場所　総合体育館対象　市内
在住・在勤(学)のかた競技種目
24式、自選、剣・刀、団体自選
参加費　個人競技1,000円、団体
競技(８人以内)2,000円申込　総
合体育館にある申込用紙で締切
10月８日(木)問合せ先　太極拳
連盟(宮地)☎090－6664－4100

　スーパーで「おもちゃを買って」
と駄々をこねる子どもに対し、あな
たはどのような声掛けをしますか？
　ちょっとした声掛けの工夫を知る
ことで親子の関わりがよくなり、子
どもが大きく成長することにつなが
ります。

日時　10月16日(金)午前10時～11
時30分場所　ハート交流館対象　乳幼児～小学生の保護者(保育が必
要なかたは、申込時に伝えてください。一人につき保険代100円必要)
講師　家本めぐみさん(トリプルP認定ファシリテーター)定員　30人
(定員になり次第締切)参加費　無料申込　窓口または電話で締切　
10月９日(金)午後５時[保育の申込みは、10月２日(金)午後５時]
※セミナー後に、子ども用品の０円バザーを行います。まだ使える子ど
も服、絵本、おもちゃなど不要なものがありましたら、お持ちください。

日曜特設一般相談は第１・３日曜に予約制で実施【問合せ先】市民相談室☎072－433－7085

★土･日･祝日は休み。相談は無料です

問合せ先日　　　　時 日　　　　時

午前８時45分～午後５時

第３水曜午後２時～４時
(祝日は翌日)

午前９時～午後５時
午前９時～午後４時

午前11時～午後５時

相　　談 問合せ先

午前10時～正午
午後１時～４時30分

☎433-7190(相談専用)

就労相談

消費者相談

医療相談

場　所場　所

市民相談室

市民相談室

消費生活
センター

就労支援センター

ひと・ふれあいセンター☎422-7523

広報交流課
☎433-7232

保健･福祉
合同庁舎

相　　談

一般相談

法律相談

行政相談

生活困窮者
自立支援相談

午前９時～午後５時総合生活相談

人権相談

家庭児童相談

結婚相談

進路選択支援相談

母子・父子相談
市民相談室

☎433-7085

子ども福祉課

☎433-7021

☎433-7022

社会福祉協議会

☎439-0294

<市代表番号  ☎072－423－2151>

◎いずれも要予約
①看護(月～金曜)②薬事(水
曜)③栄養(金曜)
※①～③の相談時間は午前
９時～11時
④医療福祉(月～金曜、午前
９時～午後４時)
⑤女性専門(火･水･金曜、
午後１時～４時)

午前９時～午後５時

多重債務相談
毎週火曜(要予約)

午前10時・午後１時・３時

午前９時～午後５時
人権擁護委員による相談は、午後１時～４時
第１・３金曜：岸和田市役所１階相談室
第4水曜：貝塚市役所人権政策課

第１～４木曜午後１時～４
時30分(要予約。相談
日の２週間前から受付)

☎433-7086

ハート交流館　☎432-5959

貝塚病院

☎422-5865(代表)

第２・４月曜(要予約)
午後１時～４時

第１・３・４木曜(要予約)
午後１時～４時

予約時に決定女性相談

月・水・木曜午前９時
15分～午後４時45分
☎0120-222-674

教育相談
教育相談室

☎433-7110

教育研究
センター

人権政策課

☎433-7160

人権政策課

☎433-7160

人権政策課
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公園墓地無料小型バス運行

　秋の彼岸に無料小型バスを運行しますので、墓
参や見学にご利用ください。
　なお、期間中は大変混み合いますので、車でお
越しの際は、必ず駐車場に停めてください。

運行日　９月1 9日
(土)・20日(日)
運行区間 
水間観音駅⇔公園墓
地管理事務所前
問合せ先　市民課
☎072－433－7280
公園墓地管理事務所
☎072－447－2296

秋の彼岸に

水間観音駅発 公園墓地発

８：50

９：50

10：55

11：55

12：55

13：55

９：35
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13：40

14：40
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